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令和 5 年度聖籠町水道事業の決算に係る審査結果及び意見書の提出について 

 

地方公営企業法第 30 条第 2 項の規定により審査に付された令和 5 年度聖籠町水道事

業の決算及び同条第 1 項の書類について、別紙のとおり審査結果及び意見書を提出しま

す。 

  

 

 

 

 

 

 

  



別紙 

 

令和 5 年度聖籠町水道事業の決算に係る審査結果及び意見書 

 

 地方公営企業法第 30 条第 2 項の規定により審査に付された令和 5 年度聖籠町水道事

業の決算に係る事業報告書、決算報告書、財務諸表及び附属明細書（以下「事業報告書

等」という。）並びに証書類等について、次のとおり審査結果及び意見を付する。 

 

記 

 

1  審査の対象  事業報告書等及び証書類等 

 

2  審査の期日  令和 6 年 7 月 22 日（月） 

 

3  審査場所   聖籠町役場監査委員室 

 

4  審査の実施内容    

事業報告書等の記載事項が法令に適合し、かつ正確であるか証書類等によって確

認するとともに、必要に応じ関係職員から説明を聴取する等により審査を実施した。 

5  審査の結果 

地方公営企業法に基づき、決算に係る事業報告書等の審査を行った結果、当該業

報告書等は令和 5 年度の財産及び損益の状況を全ての重要な点において法令、規程、

会計慣行等に基づき適正に表示しているものと認める。 

また、事業に係る経営管理についても、法令に適合し、適正に運営されているも  

のと認める。 

   なお、以下の事項について意見を付する（金額は単位未満切捨てにより表示）。 

（1）財政の健全化について 

    令和 5 年度損益計算書によると、純損失は 19,623 千円となっている。営業収

益 247,045 千円から営業費用 281,496 千円を控除した営業損失が 34,451 千円と

なっており、この損失を営業外収益として水道加入金 4,440 千円、長期前受金戻

入 13,815 千円などにより営業損失を補填しても 18,998 千円の経常損失となって

いる。また、未処理欠損金が令和 5 年度末で 464,632 千円と多額である。 

収支のうち、資本的収支をみると、収入として企業債発行 23,000 千円、支出



としては、配水管工事費等 42,864 千円、企業債償還金 31,972 千円等支出合計

81,777 千円となっており、収入から支出を控除すると 58,777 千円の不足が生じ

ている。また、令和 5 年度末の企業債未償還残高は 305,676 千円と多額となっ

ており、下水道事業と同様に将来的には設備の更新費用が増大することが予想

され財政面での課題は残る。 

現状の財政状況に鑑み、引き続き本業である営業利益の増益に努め、安全面

に配慮した資金運用などにより、収益の増加策に取り組まれたい。 

（2）事業の健全化、効率化について 

    事業の健全化、効率化等を示す経営指標は、有収率 90.32％（第 5 次聖籠町総

合計画目標値 90％、前年度比 0.59 ポイント増）、経常収支率 93.32％（目標

100％以上、前年度比 0.73 ポイント増）、料金回収率 87.09％（目標 100％以上、

前年度比 0.14 ポイント減）、有形固定資産減価償却率 72.79%（低数値ほど良、

前年度比 1.33 ポイント増）など前年度を下回る指標があり厳しい状況となって

いる。引き続き、目標数値等になるよう効率的な事業活動、計画的な配水管更新

工事の実施に努められたい。 

 以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


